
資料１

船員部会の設置について
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「船員労働委員会」の廃止及びその事務の移管

国土交通省設置法等の一部を改正する法律（法律第26号） 平成20年5月2日公布 平成20年10月1日施行

○船員労働委員会が担う機能の重要性には変わりはないため、その機能を既存組織に移管した

上で、船員労働委員会を廃止する。

＜背 景＞ ○船員労働委員会が担う紛争処理件数の減少

○行政組織の効率化の推進

船員労働委員会

中央労働委員会

都道府県労働委員会

（ 船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会）
労働委員会へ移管

○集団的紛争調整事務
※労働組合と使用者との間の紛争

＜国土交通省＞

あっせん員又は調停員
（地方運輸局長が指名）

（審議会等）

（地方支分部局）

＜厚生労働省等＞

○個別的紛争調整事務（船地労のみ）
※船員個人と使用者との間の紛争

○調査審議事務
※船員法等に基づく答申・建議

交通政策審議会

政令で定める審議会
（地方交通審議会）
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「船員労働委員会」が担ってきた主な機能

紛争調整機能 ＝ 不当労働行為の審査、労働争議の解決のための、

あっせん、調停及び仲裁を実施。

※不当労働行為 ： 組合員であることを理由とする差別的取扱い、正当な理由のない

団体交渉の拒否等の使用者の行為。

労働争議 ： 争議行為（ストライキ、ロックアウト等）が発生している状態又は

発生するおそれのある状態。

調査審議機能 ＝ 国土交通大臣（又は地方運輸局長）の諮問に応じ、

船員労働に関する重要事項の調査審議を実施。

※審議事項例 ： 船員の最低賃金、船員法改正、船員職業安定法改正 等
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全国の「船員労働委員会」（平成２０年９月まで）

北海道船員地方労働委員会 Tel 0134－27－7191
〒047－0007 小樽市港町5－3

小樽港湾合同庁舎

東北船員地方労働委員会 Tel 022－791－7537
〒983－0861 仙台市宮城野区鉄砲町1

仙台第四合同庁舎

北陸信越船員地方労働委員会 Tel 025－244－6121
〒950－8537 新潟市中央区万代2－2－1

国土交通省新潟総合庁舎

関東船員地方労働委員会 Tel 045－211－7258
〒231－8433 横浜市中区北仲通5－57

横浜第二合同庁舎

中部船員地方労働委員会 Tel 052－952－8050
〒460－8528 名古屋市中区三の丸2－2－1

名古屋合同庁舎第1号館

近畿船員地方労働委員会 Tel 06－6949－6460
〒540－8558 大阪市中央区大手前4－1－76

大阪合同庁舎第四号館

神戸船員地方労働委員会 Tel 078－331－6914
〒650－0042 神戸市中央区波止場町1－1

神戸第二地方合同庁舎

中国船員地方労働委員会 Tel 082－228－7194
〒730－0012 広島市中区上八丁堀6－30

広島合同庁舎四号館

四国船員地方労働委員会 Tel 087－821－7565
〒760－0064 高松市朝日新町1－30

高松港湾合同庁舎

九州船員地方労働委員会 Tel 092－472－3179
〒812－0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1

福岡合同庁舎新館

沖縄船員地方労働委員会 Tel 098－868－0570
〒900－0006 那覇市おもろまち２－１－１

那覇第二合同庁舎

船員中央労働委員会
Tel 03－5253－8817
〒100－8918
千代田区霞が関2－1－2
中央合同庁舎第2号館

◎

◎ 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は、九州船員地方労働委員会の管轄



4

「船員労働委員会」の廃止に伴う「船員部会」の設置

近畿地方交通審議会

近畿船員部会（新設） 神戸船員部会（新設）

近畿運輸局長 神戸運輸監理部長
調査審議調査審議

船員部会の議決を審議会の議決とみなす

権 能

① 船員政策に係る重要事項

② 船員法、最低賃金法及び船員職業安定
法に基づく調査審議事項

＊その他船員問題に関する労使関係者の
意見交換の場としても活用

審議事項

労働者及び使用者代表各３名

公益代表は ３名又は４名

部会メンバーは後日、会長が指名

毎月開催

１０月に第１回部会を開催

体 制

今後の予定

船員地方労働委員会の廃止により、当該委員会が担っていた調査審議事項を引き継ぐとともに、
船員政策全般に関する調査審議を行う機関として設置

設置趣旨
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【参考】船員関係の調査審議に関する関係規定（抜粋）

（就業規則の監督）

第九十九条 （略）

② 国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、
交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審
議会（以下「交通政策審議会等」という。）の議を経て、
その変更を命ずることができる。

（交通政策審議会等の権限）

第百十条 交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、
この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調
査審議する。

② 交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行
政官庁に建議することができる。

船員法（昭和22年法律第100号）

（交通政策審議会等への諮問等）

第九十五条 第五十五条第五項に規定するもののほか、この
法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は
交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる
政令で定める審議会（以下「地方審議会」という。）の意
見を聴かなければならない。

２ 交通政策審議会又は地方審議会は、この法律の施行に関
する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議するこ
とができる。

３ 前二項の規定による所掌事務を行うため必要があると認
めるときは、交通政策審議会は国土交通大臣に、地方審議
会は地方運輸局長に、資料の提供を求めることができる。

４ 第一項及び第二項の規定による所掌事務を行うため、交
通政策審議会の会長は三月に一回以上、地方審議会の会長
は一月に一回以上、会議を招集しなければならない。

船員職業安定法（昭和23年法律第130号）

（船員に関する特例）

第三十五条 （略）

２ （略）

３ 国土交通大臣又は地方運輸局長（運輸監理部長を含
む。）は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、
船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支
払能力を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審
議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会（以下
「交通政策審議会等」という。）の調査審議を求め、その
意見を聴いて、船員に適用される特定最低賃金の決定をす
ることができる。

４ （略）

５ 国土交通大臣又は地方運輸局長（運輸監理部長を含
む。）は、第三項の決定をする場合において、前項におい
て準用する第十一条第二項の規定による申出があつたとき
は、前項において準用する同条第三項の規定による交通政
策審議会等の意見に基づき、当該特定最低賃金において、
一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間に限つ
て猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすること
ができる。

６～８ （略）

第三十六条 船員に関しては、この法律に規定する最低賃金
審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。

第三十七条 交通政策審議会等に、必要に応じ、一定の事業
又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低
賃金専門部会を置くことができる。

２ 交通政策審議会等は、最低賃金の決定又はその改正の決
定について調査審議を求められたときは、最低賃金専門部
会を置かなければならない。

最低賃金法（昭和34年法律第137号）
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